
食品接触材料管理制度推進に向けた説明会 

次 第 

（2019.7.1 & 2） 

食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会事務局 
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お知らせ 

• 本説明会に使用した発表資料は適宜編集さ
れ終了後参加者にメール送信されます。 

• 本説明会には報道機関の取材が行われ、ま
た録画録音されています。 

• 本会場の内部及びその周辺は禁煙エリアとさ
れています。また会場に持ち込まれた飲料ボ
トルなどは各自持ち帰り願います。 

        －皆様のご協力をお願いします－ 
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次 第 

日時： 

①2019年7月1日（月） 14：00～16：00 （183名） 

②2019年7月2日（火） 10：00～12：00 （139名） 

③2019年7月2日（火） 14：00～16：00 （184名） 

 

場所：  

印刷けんぽ (7F) 大会議室（東京都中央区新川1-5-13） 

 

内容： 

あいさつ （三菱ケミカル㈱化学品管理部長 内田康一） 
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次 第 

法制度の説明 （厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課） 

 －7月1日（月）14:00～16:00 課長 吉田易範 

 －7月2日（火）10:00～12:00 課長補佐 大田光恵 

 －7月2日（火）14:00～16:00 課長 吉田易範 

 

準備委員会活動報告 （食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会） 

 －準備委員会事務局 石動正和 

 －総務WG 三菱ケミカル㈱化学品管理部長 内田康一 

 －技術WG 住友化学㈱レスポンシブル ケア部 

                           化学品管理担当部長 中村洋介 

 －標準化WG 三井化学㈱ RC・品質保証部化学品安全センター 

                              安全性評価GL 長友昭憲 

Q & A 
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食品接触材料管理制度推進に向けた説明会 

準備委員会活動報告 

（2019.7.1&2） 

食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会事務局 
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内容 

• ポジティブリストとネガティブリスト 

• 技術検討会の主な資料 

• 国のリスト（案）と協議会自主規格のリスト 

• 食品接触材料管理制度推進に向けた準備委
員会 

• 運営主体の中長期計画（案） 
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ポジティブリスト（PL）とネガティブリスト（NL) 
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PL制度 NL制度 

米国、欧州28ケ国、欧州経済領域
（EEA）（アイスランド、リヒテンシュタイ

ン、ノルウエイ）、スイス、トルコ、イス
ラエル（但し欧米規制をリファー）、イ
ンド、中国、ASEAN の2ケ国（インドネ

シア、ヴェトナム）、湾岸協力会議
（GCC）加盟6ケ国、南米共同市場
（MERCOSUR）加盟5ケ国、FSANZ（オー

ストラリア、ニュージーランド、但し欧
米規制をリファー）など 

カナダ、ロシア、日本、韓国、台湾、
ASEAN の8ケ国など 



国のPL様式案 
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国のPL様式案（合成樹脂のGr化） 
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国のPL様式案（合成樹脂のGr化） 

10 
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○ 食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まってい
ない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもの
のみ使用できることとする。    

現行 改正案（ポジティブリスト制度） 

○ 原則使用を認めた上で、使用を制限する物
質を定める。海外で使用が禁止されている物
質であっても、規格基準を定めない限り、直ち
に規制はできない。 

○ 原則使用を禁止した上で、使用を認める物
質を定め、安全が担保されたもののみ使用でき
る。                ※合成樹脂が対象 

消
費
者 

原
材
料
メ
ー
カ
ー 

容
器
等
販
売
事
業
者 

容
器
等
製
造
事
業
者 

食
品
製
造
・
販
売
事
業
者 

（
容
器
等
使
用
者
） 

ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供 

製造管理規範（GMP）による製造管理の制度化 
 ＊原材料の確認  ＊製品の規格基準への適合情報の提供 
 ＊製造の記録の保存等 
     ※ポジティブリスト対象外の容器等製造者事業は一般衛生管理を適用  

ポジティブリスト制度による国のリスク管理 
 ・監視指導（事業者の把握、指導） 
 ・輸入監視 

求めに応じ、 
ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供 

（参考）全体像 

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 
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国のリスト（案）と自主規格のリストの差異 
国のリスト（案） 衛生協議会自主規格のリスト 

FDAやEUで認められた食品接触物質は
再評価を経てリストに収載できる。 

FDAやEU（いくつかの加盟国）で認められ

た食品接触物質は再評価することなくリ
ストに収載できる。 

食添は溶出試験など再評価を経てリスト
に収載できる。 

食添は再評価することなくリストに収載で
きる。 

施行時、合成樹脂58種を対象する。 合成樹脂32種を対象とする。 

材質を7つにGr化し、7つのリストで管理
する。 

材質ごと32のリストで管理する。 

意図的に使用される2w/w%未満のコモノ
マーは当該コポリマーの中で扱わない 

意図的に使用される全てのコモノマーを
当該コポリマーの中で扱う。 

上記コモノマーリストを新設する。 － 

全ての樹脂に食品分類を規定する（添加
剤に原則規定せず）。 

樹脂、添加剤に適宜食品分類を規定す
る。 

全ての樹脂に使用可能な温度範囲を規
定する（添加剤に原則規定せず）。 

樹脂、添加剤に適宜使用可能な温度範
囲を規定する。 
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国のリスト（案）と自主規格のリストの差異 

国のリスト（案） 衛生協議会自主規格のリスト 

ポリマーブレンドにおいていわゆる
Mixture Doctrineを採用。  

ポリマーブレンドについてその主成分と
する材質の範囲に含める。 

樹脂、添加剤に原則品質規格なし。 樹脂、添加剤に品質規格あり。 

リサイクル材料、抗菌剤は原則対象とす
る。 

リサイクル材料、抗菌剤は原則対象とし
ない。 

合成樹脂からなるコーティング剤、接着
剤などを対象とする。 

－ 

熱可塑性エラストマーを対象とする。 － 

合成樹脂と紙、金属などからなる複合材
料において、合成樹脂が食品接触層をな
すとき対象とする。 

－ 

食品非接触層は食品接触層と異なる扱
いとする。例えば適切なファンクショナル
バリヤーなどで加工されているとき、非接
触層にリストにない物質も使用できる。 

食品非接触層は食品接触層と同じ扱い
とする 
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官民連携推進の会から運営主体設立までの流れ 

時期 関連する組織 

2018年12月27日～2019年5月31日 官民連携推進の会（任意の発起人） 
 

2019年5月31日～2020年6月 準備委員会、WG 
（事務局（一財）化学研究評価機構企画開発部） 
 

2020年6月～ 運営主体 
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発起人 （食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会*） 

• 旭化成株式会社  品質保証部 部長 理事   中尾 卓 
• 昭和電工株式会社 石油化学事業部 総務人事部マネージャー  松本喜彦 
• 住友化学株式会社 レスポンシブル ケア部化学品管理担当部長 中村洋介 
• 三井化学株式会社 RC・品質保証部長     松江香織 
• 三菱ケミカル株式会社 化学品管理部長    内田康一 
 
• ポリオレフィン等衛生協議会専務理事    重倉光彦 
• 塩ビ食品衛生協議会常務理事     石動正和 
• 塩化ビニリデン衛生協議会専務理事    渡邊寿弥 
• 一般財団法人 化学研究評価機構理事長兼専務理事  西出徹雄 

 

（*）食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会は、関

連の企業や団体メンバーからなる、準備委員会が設立されるま
での作業を担当する任意の集まりであり、準備委員会活動へ
の協力、参加を募るものである。その作業は、準備委員会が設
立されると同事務局に引き継がれる。 



ご賛同各社 （順不同 発起人除く） 

 
 
 
 
 

３０社 

（4/24現在） 



食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会 

• 2018年6月13日、食品用器具・容器包装に関するポジティブ
リスト（PL）制度化を含む改正食品衛生法が公布された。
2020年6月の施行に向けて同制度の詳細な検討が急ピッチ
で進められている。 

• プラスチック製食品用器具・容器包装の衛生管理を目的とし
たPL制度は、これまでも3衛生協議会（ポリオレフィン等衛生

協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会）
ほかで自主的に取り組んできた。今般導入される法に基づく
PL制度は、より多様な樹脂、添加剤、形態・効能など、これま

での各衛生協議会ほかが取り扱ってきた対象範囲を大きく
超えており、より広い範囲の食品接触材料の関係業界、サプ
ライチェーン全体で対応すべき問題であると考える。 
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食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会 

• そのためには、官民が連携して新たな衛生管理の仕組みを
作り、新たな法制度に適切かつ効率的に対応できる横通し
の組織が必要であると考える。実際、今般の法制化の検討
過程においては、第三者機関の設置が検討されてきた経緯
もある。 

• そこで、このような体制の構築を具体化するために、厚生労
働省、経済産業省のご理解も得て、「食品接触材料管理制
度推進に向けた準備委員会」の設置を提案する事となった。 

 

24 



食品接触材料管理制度推進に向けた
準備委員会 

準備委員会は、食品接触材料管理制度の推進に向け以下の事項を検討す
る。 

①運営主体が担うべき事業内容、実施方法： 

 対象範囲、登録申請の支援、製品の試験・検査・測定、証明・認証、 

 海外対応、情報発信、教育指導、関係機関との連携方法等 

②運営主体のリソースの調達方法 

③運営主体を担うべき人材の育成計画： 

 国際的に対応可能な、食品接触材料にかかわる安全性専門家の育成計
画 

④運営主体設立までに必要な各種調査事業の実施 
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「運営主体」の目的（案） 

• 「運営主体」は、食品接触材料関連のサプライチェーンにおける
現在の事業活動が、改正食品衛生法施行に対応して円滑に
継続できるよう、関係する企業および団体の束ね役を担い、政
府機関との調整を行う。 
 

• また、政府機関と、企業および団体間の双方向の窓口機能を
担い、官民連携して食品接触材料管理の円滑で効率的な運
用を推進する。    

準備委員会の活動趣旨 

• 上記目的を達成するために準備委員会を組織し、法施行まで
に「運営主体」を立ち上げる。  



準備委員会 組織図 

総務WG 技術WG 標準化WG 

事務局 
（JCII） 

リーダー会 
各WG、SWGのリーダー等 

厚生労働省 
経済産業省 

準備委員会 

食品接触材料関係企業・協会 
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組織名 テーマ 検討項目 

総務WG 

・定款 
・その他運営事項 
・関係業協会対応 
・国内外政府対応 
・広報 
・教育 

・運営主体が担う事業内容、実施方法、守秘義
務、秘密保持契約 
・３衛協、その他関係団体との関係、調整、等 
・個社対応窓口業務 
・厚労省、経産省との連携 
・運営主体を担う人材の育成計画、等 

技術WG 
・国ＰＬ関連技術課題 
・厚労省対応 
・食品安全委員会対応 

・国ＰＬ施行に向けた技術課題への対応 
・厚労省、食品安全委員会との技術課題対応 
・新規物質登録支援、相談、同等性評価 
・輸入品対応、海外メーカー登録対応 
・輸出品対応、等 

標準化WG 

・確認証明書 
・試験・測定法 
・適正製造規範（GMP） 
・ＩＴシステム化 

・適合性確認、発給の仕組みづくり 
・試験法等の規格化、標準化 
・ＧＭＰの普及 
・各種ガイドライン等の作成 

検討WGの検討事項（案） 



ＷＧからのコメント 

• 総務ＷＧ（①5月31日、②6月21日、③7月12日） 

 三菱ケミカル㈱化学品管理部長 内田康一 

 

• 技術ＷＧ（①5月31日、②6月14日、③7月4日） 

 住友化学㈱レスポンシブル ケア部 

                化学品管理担当部長 中村洋介 

• 標準化ＷＧ（①5月31日、②6月12日、③7月10日） 

 三井化学㈱RC・品質保証部化学品安全センター 

                   安全性評価GL 長友昭憲 
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総務WGの活動状況報告 

１．総務WG会合日程 
   第１回 2019/5/31 出席者11名 検討課題 
   第２回 2019/6/21 出席者15名 運営主体の位置付け、等 
   第３回 2019/7/12 (予定)     運営主体の機能、運営、等  
 

 
２．総務WGにおける検討項目 

• 運営主体の事業内容、組織 
• 運営主体の運営（会則、予算、等） 
• 関係団体・協会対応（連携、調整、等） 
• 個社問合せ等対応 
• 国内外政府対応 
• 広報、情報発信 
• 教育、人材育成 
• その他 

 

食品接触材料管理制度推進 
に向けた準備委員会  

【食品接触材料管理制度推進に向けた説明会（2019/7/1, 2）投影資料】 食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会（総務WG） 30 / 2 



厚生労働省 
（食安委） 

運営主体 

ポリ衛協 塩ビ協 塩食協 

官民連携による「運営主体」の位置付け（案） 

協会A 協会B 

A社 B社 C社 D社 E社 F社 I社 H社 G社 

会費 

会員 

契約 (ｺｽﾄｼｪｱ ? ) 

運営主体
参加団体 

受委託等 

J社 

K社 
L社 

M社 

協会C 

運営主体に参加
しない団体、個社 

厚労省
からの
相談等 

意見具申 

費用？ 

基本的な体制（施行時点） 

【食品接触材料管理制度推進に向けた説明会（2019/7/1, 2）投影資料】 食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会（総務WG） 31 / 2 



技術WGの活動状況報告 

１．技術WG会合日程 
   第１回 2019/5/31 出席者20名 意見交換 
   第２回 2019/6/14 出席者15名 第1回の課題整理 
   第３回 2019/7/ 4 予定 第1回、第2回の課題個別検討 
 

２．技術WGのスコープと活動内容 
  １）厚労省が望むことへの対応 
     実態把握が極めて難しい、情報収集・相談等の相手先が多い、 
     3衛協以外の範囲は相手先もみえない 
  ２）準備委員会（運営主体）の強みを活かした枠組み作り 
     行政との交渉が可能（個社では難しい場合や行政との調和） 
     業界の総意として行動できる（隙間も埋められる） 
  ３）施行前までと施行後で分けた優先度に応じた対応 
     ①既存リスト、②新規登録、③相談窓口、④人材確保・育成 
 

３．直近の課題整理 
   既存PLの課題抽出、不明確箇所の厚労省との意見交換 

食品接触材料管理制度推進 
に向けた準備委員会  

2019/7/3 32 



食品接触材料管理制度推進 
に向けた準備委員会  

2019/7/3 33 

技術WGの課題整理表 

～2020.5 2020.6～ 備考 

告示まで 告示後 

既存リスト対応 
（優先度高） 

行政の意向と矛盾しない解釈判断 
（相談窓口、対応一本化） 
・PL案への意見具申（直近） 
・法規制の理解と曖昧領域の抽出 
 同等性評価  
 CAS番号と収載範囲の定義 
 中間層の非意図的溶出物 
 樹脂のカテゴリー 
・試験要求基準の意見交換 
 溶出シミュレーションについて 
 QSARについて 
・行政の主旨を踏まえた提案 
・懸念案件は猶予期間の調整等 

行政－企業との調整 
（相談窓口、対応一本化） 
 
・未解決課題の意見交換、提案等 
 
 
 
 
・試験要求における相談、コンソー 
 シアム事務局等 

新規登録対応 新規登録における課題抽出、 
対応策検討 

新規ポリマー、添加剤申請の前捌き 
（優先度中） 

ユーザー対応 相談窓口機能 
（海外問い合わせ対応） 

←継続 

人材育成等 必要な人材（育成方法）検討 人材確保、育成（優先度中） 



標準化WGの活動状況報告 

 WGでの議論内容       

食品接触材料管理制度推進 
に向けた準備委員会  

◆第１回 2019/5/31 出席者21名  
   ・討議案件の確認と優先順位 
      案件：確認証明書、GMP、評価技術 
      最優先：確認証明書（情報伝達の仕組み） 
 

◆第２回 2019/6/12 出席者21名  
   ・確認証明書制度とは・・・メンバ―間で共有 
   ・情報伝達の仕組みをどうするか（意見出し） 
 

◆第３回 2019/7/10 予定  
   ・情報伝達の仕組みをどうするか 
   ・スケジュール 
    （法施行時のあるべき姿→施行後に導入するもの） 
 



 
運営主体設立に係る関連スケジュール 
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年 スケジュール 

2018 食品安全委員会器具・容器包装専門調査会（食品用器具及び容器包装
に関する食品健康影響評価指針（案））[12月14日] 
 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会（器具・容器
包装のポジティブリスト（PL）制度）[12月20日] 
 
[12月27日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会初会合

（食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会設置趣意書（案）の議
論） 



 
運営主体設立に係る関連スケジュール 

 
年 スケジュール 

2019 [1月] 運営主体の定款（案）及び会則（案）作成 
 
[2月26日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会第2回会合

（運営主体の定款（案）及び会則（案）の議論、食品接触材料管理制度推進
に向けた準備委員会設置趣意書の完成） 
 
[3月] 食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会設置趣意書の送付 
 
[3～4月] WG構成メンバー案の取りまとめと調整 
 
[3～4月] 既存組織との調整 
 
[4月26日]趣意書賛同企業向け説明会開催（於 印刷けんぽ7F会議室） 
 
[4月] WG構成メンバーの確定 
 
食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針公表[4～5月] 
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運営主体設立に係る関連スケジュール 

 
年 スケジュール 

2019 [5月31日] 食品接触材料管理制度に関する官民連携推進の会第3回会合、
準備委員会初会合（運営主体の定款（案）及び会則（案）の議論）、WG初会

合（主力事業、人材育成、調査事業の内容説明）（ここで食品接触材料管理
制度に関する官民連携推進の会は解散し、準備委員会事務局に引き継がれ
る） 
 
[5月] 運営主体事業内容（案）の官庁・業界関連組織への説明 
 
PL制度 WTO/TBT、WTO/SPS通報、パブリックコメント募集[7月]  
 
[6～7月] WG第2回会合（主力事業、人材育成、調査事業案の議論） 
 
[7月1～2日] 運営主体事業内容（案）の一般向け説明会（東京） 
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運営主体設立に係る関連スケジュール（案） 

 
年 スケジュール（一部予想を含む） 

2019 ［7月25日]第2回準備委員会 
 
2020年度概算要求[8月] 
 
[8～9月] WG第3回会合（主力事業、人材育成、調査事業案の取りまとめ） 
 
[10月] WG取りまとめの準備委員会への報告 
 
[10月] 運営主体事業内容（案）の官庁・業界関連組織への説明 
 
[11月] 運営主体事業内容（案）の一般向け説明会（東京、関西） 
 
PL制度公示[12月] 
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運営主体設立に係る関連スケジュール（案） 

 
 

 

 

 

 
 
 

39 

年 スケジュール（一部予想を含む） 

2020 [3月] 準備委員会第2回会合（運営主体の定款及び会則、主力事業など
の決定） 
 
[5月] 運営主体設立、初会合（ここで準備委員会は解散） 
 
PL制度施行[6月] 
 
[6月] 運営主体主力事業スタート 



 
運営主体の中長期計画における主な開始事業（案） 

 

年度 中長期計画（案）における主な開始事業 

2019 （準備委員会における検討作業） 

2020 （運営主体の設立、主要事業の開始、PL関連） 

2021 （事業の拡大、確認証明書関連） 

2022 （事業の拡大、その他）、この段階で主な事業が一通り整備される 

2023 （事業の中間評価と調整） 

2024 （運営主体の自立） 

2025～ 2024年の内容を基本に適宜調整 
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問い合わせ先 

   

 

 

     

 

       

      食品接触材料管理制度推進に向けた 

      準備委員会事務局 石動正和 

                                              →   info@jhpa.jp 

 

 

mailto:isurugi@jhpa.jp

